
「東京圏における今後の都市鉄道のあり方について」（案） 

に関するパブリックコメントの募集について 

 

平成 28 年４月８日 

国土交通省鉄道局 

 

 交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会 東京圏における今後の都市鉄道のあり方

に関する小委員会（委員長：家田仁 政策研究大学院大学教授）では、平成 26 年４月に

国土交通大臣から交通政策審議会長に対し諮問された「東京圏における今後の都市鉄道

のあり方について」に関して、集中的に審議を進めてまいりました。 

このたび、答申（案）として「東京圏における今後の都市鉄道のあり方について」（案）

がとりまとめられましたので、当該答申（案）について、下記の要領にて広く国民の皆

様の御意見を募集いたします。 

 なお、御意見に対する個別の回答は致しかねますので、あらかじめ御了承願います。 

 

意見募集要領 

 

１．意見募集対象 

  平成 28 年４月７日（木）第 20回東京圏における今後の都市鉄道のあり方に関する

小委員会において示された資料２「東京圏における今後の都市鉄道のあり方について

（案）」 

 

２．資料入手方法 

  電子政府の総合窓口（e-Gov）（http://www.e-gov.go.jp/）の「パブリックコメン

ト（意見募集中案件一覧）」欄に掲載するほか、国土交通省のホームページ

（http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s304_arikata01.html）において資料を

掲載いたします。 

 

３．意見募集期間 

  平成 28 年４月８日（金）から平成 28 年４月 14 日（木）まで（必着） 

 

４．意見の提出先・提出方法 

意見提出様式にならい、氏名及び住所（法人又は団体の場合は、名称及び所在地）

並びに連絡先（電話番号又は電子メールアドレス）を明記の上、次のいずれかの方法

で、日本語にて意見を提出してください。 

なお、電話による意見の受付は致しかねますので、御了承願います。また、ＦＡＸ



の場合、万が一不具合が生じた場合に対応できない可能性もありますので、①電子メ

ール又は②郵送による意見の提出を推奨します。 

 

① 電子メールの場合 

電子メールアドレス：g_RWB_TTD@mlit.go.jp 

国土交通省鉄道局都市鉄道政策課 あて  

② 郵送の場合 

〒１００－８９１８ 東京都千代田区霞が関２－１－３  

国土交通省鉄道局都市鉄道政策課 あて  

③ ＦＡＸの場合 

ＦＡＸ番号 ０３－５２５３－１６３５ 

国土交通省鉄道局都市鉄道政策課 あて 

 

５．留意事項 

  ご意見の提出に際しては、該当箇所欄に答申（案）本文の該当する項目をご記入頂

けますようお願いいたします。（ただし、答申（案）本文の全般に関するもの又は該

当箇所が不明であるものについては、無記入で結構です。） 

  氏名（法人又は団体の場合は名称）については、御意見の内容とともに公表させて

いただく可能性がありますので、ご承知おきください。公表の際に匿名を希望される

場合は、意見提出時にその旨をお書き添えください。 

  住所、電話番号及び電子メールアドレスについては、意見の内容に不明な点があっ

た場合等の連絡・確認のために利用します。 

 

６．お問い合わせ先 

  国土交通省鉄道局都市鉄道政策課 意見募集担当 

  電話番号 ０３－５２５３－８５３４ 

  



（別紙：意見提出様式） 

 

国土交通省鉄道局都市鉄道政策課 意見募集担当 あて 

 

「東京圏における今後の都市鉄道のあり方について」（案） 

に関するパブリックコメント 

 

１．個人／団体の別 個人／団体 （※いずれか該当する方を○で囲んで下さい。） 

２．氏名／団体名  

３．住  所  

４．電 話 番 号  

５．電子メールアドレス  

意  見 

答申（案）本文の該当箇所：（例：Ⅰ.２.（１）混雑の緩和） 

 

 

 ご意見： 

 

 

 

 

 

 

 

 理由： 

 

 

 

 

 


